
消防用設備や危険物に関する相談窓口について

東近江行政組合消防本部では、各種予防関係の相談、審査、検査
を各消防署で行っています。事前相談等に関しては管轄消防署にご
確認下さい。

お問合せ先

事業所の所在地 管轄消防署 電話番号

近江八幡市
近江八幡消防署 0748－33－5119

竜王町

東近江市

東近江市は事業所の所
在する地区により異な
ります。

こちらから検索できま
す。
管轄署検索(東近江市)

八日市消防署 0748－22－7610

日野消防署 0748－５２－0119

能登川消防署 0748－42－0119

愛知消防署 0749－45－4119

日野町 日野消防署 0748－52－0119

愛荘町 愛知消防署 074９－45－4119
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